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令
和
６
年
度（
令
和
５
年
分
）の
所
得
に

関
す
る
町
・
県
民
税
の
課
税
・
非
課
税
・

所
得
証
明
書
は
、
町
・
県
民
税
の
納
付
方

法
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
発
行
を
開
始
し
ま

す
。
　
交
付
申
請
の
際
に
は
、
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
健

康
保
険
証
等
）を
必
ず
持
参
し
て
下
さ
い
。

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
は
、
原
則
、
委

任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
茨
城

町
に
お
住
ま
い
の
同
一
世
帯
の
ご
家
族
が
申

請
す
る
場
合
は
、
委
任
状
は
不
要
で
す
。

　▼
発
行
開
始
日

 ５
月
　
日（
火
） 

14

町
・
県
民
税
の
全
額
が
給
与
か
ら
天
引
き

（
給
与
特
別
徴
収
者
）の
方

○
右
記
の
控
除
対
象
配
偶
者
の
方
及
び
扶

養
親
族
の
方

 ６
月
　
日（
水
） 

12

右
記
の
給
与
特
別
徴
収
者
以
外
の
方

○
普
通
徴
収（
口
座
ま
た
は
納
付
書
に
よ
り

納
付
）の
方

○
年
金
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
町
・
県
民
税

を
天
引
き
）の
方

○
非
課
税
の
方

（
注
）令
和
６
年
１
月
１
日
時
点
で
、
町
内

に
住
所
が
あ
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
６
月
　
日（
水
）か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

12

カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
に
お
い

て
も
取
得
で
き
ま
す（
令
和
６
年
度
の
み
）。

　【
申
込
・
問
合
せ
先
】

税
務
課
　
住
民
税
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
４（
直
通
）

　
手
話
で
日
常
会
話
を
行
う
た
め
に
必

要
な
知
識
や
技
術
を
学
び
、
手
話
を

使
っ
て
聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方
を
支

援
す
る
、
手
話
奉
仕
員
を
養
成
す
る
講

座（
入
門
課
程
・
基
礎
課
程
の
２
年
間
の

講
座
）を
開
催
し
ま
す
。
は
じ
め
て
の
方

も
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
６
月
７
日
～
令
和
７
年
２
月

の
金
曜
日
、
午
後
７
時
～
９
時（
月
３
～

４
日
・
全
　
回
、
一
部
変
更
の
場
合
が

28

あ
り
ま
す
）

▼
会
場
　
茨
城
町
駒
場
庁
舎
　
会
議
室

▼
対
象
　
町
内
在
住
・
在
勤
の
方
（
中

学
生
～
　
歳
位
ま
で
）

70

※
中
学
生
は
保
護
者
の
送
迎
必
須

▼
定
員
　
　
名
20

▼
参
加
費
　
無
料

※
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
３
，
３
０
０

円（
税
込
）が
か
か
り
ま
す
。

▼
申
込
方
法
　
ハ
ガ
キ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
に
、
必
要
事
項（
氏
名
・

住
所
・
連
絡
先
・
年
齢
・
受
講
希
望
理

由［
動
機
］）
を
記
載
の
う
え
、
５
月
　22

日（
水
）ま
で
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
申
込
み
が
最
小
催
行
人
数
に
満
た
な

い
場
合
、
講
座
の
開
催
を
中
止
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
申
込
・
問
合
せ
先
】　
社
会
福
祉
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
２（
直
通
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
２
９（
２
１
９
）１
０
２
６

メ
ー
ル

fukushi@
tow

n.ibaraki.lg.jp

　
風
し
ん
の
発
生
・
ま
ん
延
を
予
防
す

る
た
め
、
平
成
　
年
４
月
よ
り
実
施
し

31

て
い
る「
抗
体
検
査
及
び
予
防
接
種
」の

実
施
期
間
が
、
令
和
７
年
３
月
　
日
ま

31

で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
に
ク
ー
ポ
ン
券
を
使
用
し

て
い
な
い
方
は
、
期
間
内
の
検
査
及
び

接
種
を
公
費（
無
料
）で
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▼
対
象
　
昭
和
　
年
４
月
２
日
か
ら
昭

37

和
　
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

54
▼
接
種
方
法

①
ク
ー
ポ
ン
券
を
確
認
す
る

　
対
象
者
に
は
令
和
４
年
４
月
に
改
め

て
送
付
し
て
い
ま
す
。
紛
失
等
で
ク
ー

ポ
ン
券
が
な
い
方
は
再
発
行
し
ま
す
の

で
、
窓
口
に
て
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
風
し
ん
抗
体
検
査
を
受
け
る

　
全
国
の
実
施
医
療
機
関
・
職
場
で
の

健
診（
詳
し
く
は
勤
務
先
の
担
当
者
ま

で
）・
町
の
集
団
健
診（
詳
し
く
は
町
健

康
増
進
課
ま
で
）で
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

③
検
査
の
結
果
が
届
く
・
免
疫（
抗
体
）

が
な
い
場
合
は
予
防
接
種
を
受
け
る

　
検
査
結
果
を
確
認
し
、
予
防
接
種
を

受
け
る
場
合
は
、
全
国
の
実
施
医
療
機

関
に
直
接
ご
予
約
の
上
接
種
を
受
け
て

く
だ
さ
い（
十
分
な
抗
体
の
あ
っ
た
方
は
、

予
防
接
種
は
不
要
で
す
）。

※
い
ず
れ
も
必
ず
ク
ー
ポ
ン
券
・
本
人

確
認
書
類（
保
険
証
等
）を
持
参
し
て

下
さ
い（
予
防
接
種
を
受
け
る
方
は
、

抗
体
検
査
結
果
通
知
も
必
要
に
な
り

ま
す
）。

　
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
ク
ー
ポ
ン
券
は
、

使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
ク
ー
ポ
ン
券
の
期
限
は
令
和
７
年
３

月
　
日
ま
で
で
す
が
、
抗
体
検
査
の

31
結
果
が
判
明
す
る
ま
で
に
は
、
約
１

か
月
程
度
要
し
ま
す
。
早
め
に
抗
体

検
査
を
受
け
、
抗
体
が
な
い
と
判
断

さ
れ
た
場
合
は
３
月
　
日
ま
で
に
接

31

種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　
健
康
増
進
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
３
４（
直
通
）

町
・
県
民
税
の
証
明
書
に
つ
い
て

風
し
ん
の
追
加
的
対
策
　
抗
体
検
査
及
び
予
防

接
種
に
つ
い
て

無
料
ク
ー
ポ
ン
の
期
限
は
今
年
度
末
ま
で
で
す

令
和
６
年
度
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
入
門
課
程
）
受
講
生
募
集

令和６年度行政相談実施のお知らせ
　町では、総務大臣から委嘱された２人の行政相談
委員が、行政に対する手続き等で困っている方の相
談窓口として活動しており、令和６年度は下記のスケ
ジュールで行政相談を実施します。
▶行政相談委員　石井　敏幸、海老澤　栄子
▶実施時間　午後１時～４時　※予約不要
▶実施日・会場

【問合せ先】秘書広聴課　協働推進グループ
　　　　　☎ 029－291－8802（直通）

実施会場実施日
役場２階第２会議室 ５月 ８日（水）
役場２階第１会議室 ８月 ７日（水）
役場２階第２会議室10月 ９日（水）
役場２階第７会議室 ２月12日（水）

令和６年度行政書士無料相談会実施のお知らせ
　遺言、相続、各種許可等の行政手続き相談など、
行政書士が皆さまからの相談を受け付けており、令和
６年度は下記のスケジュールで相談会を実施します。
▶相　談　員　茨城県行政書士会水戸支部　会員
▶実施時間　午後１時～４時　※予約不要
▶実　施　日　毎月第２水曜日
▶実施会場　役場本庁舎２階　会議室
　　　　　　※相談会当日は案内板を設置します。
【相談に関する問合せ先】
　　　茨城県行政書士会　水戸支部事務局
　　　☎ 029－303－5812
【実施日や会場に関する問合せ先】
　　　秘書広聴課　協働推進グループ
　　　☎ 029－291－8802（直通）


